広川町公告

　令和８年度 持続可能なまちづくりに向けた移住定住等推進プロジェクト構築業務委託に係る公募型プロポーザルの手続きを以下のとおり開始しますので公告します。

令和8年6月2２日

広川町長　氷室健太郎

（1） 業務の概要
　本業務は、町内に眠る「利活用可能な既存ストック（既存住宅等）」を単なる課題ではなく「地域資源（資産）」として捉え直し、行政主導の改修に留まらず、民間主体の自走可能な事業スキーム構築を目指すものである。折しも、上広川校区においては国道3号広川八女バイパスの新設（ハード面のインフラ整備）や、上広川小学校の移転新築（ソフト面の教育・子育て環境のアップデート）といった大きな転換期を迎えている。本業務では、こうした社会背景や地域の好機、周辺地域との広域連携を最大限に活かし、移住定住と創業支援を両輪とした次年度以降の本格的な社会実装（プロジェクト化）を見据えた具体的な仕組みの構築およびプロジェクトの立案を行うことを目的とする。なお、本業務の範囲は、別紙「令和８年度 持続可能なまちづくりに向けた移住定住等推進プロジェクト構築業務仕様書」のとおりとする。
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（2） 参加資格要件
　参加表明の提出期限日(以下「基準日」という。)において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。なお、基準日から契約締結までの間に、次に掲げる要件を一つでも満たさなくなった場合は、参加資格を喪失するものとする。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令16号)第167条の4の規定により、入札参加制限を受けていない者であること。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
3 広川町長から指名停止を受けていない者であること。
4 本町の令和８・９・１０年度入札参加資格業者名簿に登録された者であること。

（3） 選定条件
　提出された企画提案書等や、プレゼンテーションにより、参加者を審査・採点し、その総評点により参加者に順位を付け、受託候補者を選考する。

（4） スケジュール
　本プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。ただし、あくまで予定であり、状況により変更になった場合は、随時交渉できるものとする。

	内容
	日程
	摘要

	プロポーザルの公告
	令和8年6月22日（月曜）
	本町の掲示板、ホームページに掲載

	質問書の受付開始
	　　　　　〃
	提出方法：電子メール

	質問書の提出期限
	令和8年6月29日（月曜）正午まで
	提出方法：電子メール

	質問書への回答
	令和8年6月30日（火曜）
	本町のホームページに掲載

	参加表明書の提出期限
	令和8年7月2日（木曜）17時まで
	提出方法：電子メール（ただし到着確認を行うこと）

	参加資格要件等の審査
	令和8年7月6日（月曜）
	参加者に結果を通知

	企画提案書等の提出期限
	令和8年7月15日（水曜）17時まで
	提出方法：持参又は郵送

	プレゼンテーション・ヒアリングの実施
	令和8年7月23日（木曜）（予定）
	詳細については参加者に通知

	契約締結
	令和8年7月下旬
	



（5） 実施要領等
　広川町公式ホームページから、「令和８年度 持続可能なまちづくりに向けた移住定住等推進プロジェクト構築業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」をダウンロードすること。

（6） 問い合わせ
広川町役場　企画課　企画係
〒834-0115 福岡県八女郡広川町大字新代1804番地1
電話0943-32-1196　メール：kikaku@town.hirokawa.lg.jp
